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今後の高齢者医療費の

増嵩にどう対応するか

費用負担の透明性

財政責任の明確化

医療費適正化
の推進

後期高齢者にふさわしい

医療の提供

・高齢世代の保険料の扱いが
不明確。必要な費用が際限なく
現役世代に回される仕組み。

・老健制度の実施主体である市
町村は、医療費を支払うだけで、
保険料の徴収を行っておらず、
責任が不明確。

○現役と高齢者の分担
ルールを明確化

○「広域連合」のもとに
財政・運営責任を明確化

○市町村が望む都道府県
単位の財政運営に

・ 生活習慣病対策
（特定健診・保健指導等）

・ 長期入院の是正

高齢期における

医療費の適正化

従来の制度の問題点

医療費適正化計画
新たな高齢者
医療制度の創設

現状

・生活習慣病は、国民医療費
の約３割、死亡数割合では
約６割を占める

・国際的にも長い平均入院
日数

・生活を支える医療の提供
・在宅医療の充実

医療費（兆円）
年度

対象者数
（万人) 改革前 改革後

２００６（H１８） １,３００ １１

２０１５（H２７） １,６００ １８ １６

２０２５（H３７） ２,０００ ３０ ２５



長寿医療制度でこう変わります長寿医療制度でこう変わります

高齢者のご負担分と現役世代の負担の割合を明確にしました。

将来的に現役世代の人口は少なくなります。このため、現役世代
の負担（全体の４割程度）と高齢者（全体の１割程度）とバランス
のとれた負担のルールを設定しました。

実施主体（保険者）を都道府県単位としました。

都道府県の広域連合が責任ある保険者として運営が効率化し
ます。窓口はこれまでどおり身近な市区町村です。

高齢者お一人おひとりが共通のルールにより保険料を支払うことになりました。

みんな都道府県単位で、国保の方も、健康保険の被扶養者の
方も、同じルールでご負担いただきます。

※将来的には現役世代が減少することを踏まえ、長寿医療世代と現役世代のバランスを取りながら２年に1度、見直し。



新たな高齢者医療制度の創設（平成２０年４月）新たな高齢者医療制度の創設（平成２０年４月）

○ ７５歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成２０年度に独立した医療制度を創設する。

○ あわせて、６５歳から７４歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療費の負担に

不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。

○ 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成２６年度までの間における６５歳未

満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。
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＜現行（老人保健法）＞ ＜高齢者の医療の確保に関する法律＞



制
度
改
革

老人保健制度の問題点

利用者

負担

税 金 約５割

国民健康保険・健康保険組合などの医療保険からの仕送り 約５割

市町村

老人保健制度への仕送り（拠出金）、若い世代への給付

高齢者の保険料と、若い世代の保険料は、区分けされておらず、それぞれ高齢者の
医療費のどの部分を賄うのか、はっきりしたルールがなかった

医療保険

若い世代高齢者

保険料 保険料

医療費

医療費

高齢者の保険料と、
若い世代の保険料は区別されない

仕送り（拠出金）

医療費

長寿医療制度の仕組み

病院等での利用者負担を除いた医療費のうち、５割は税金で、４割は若い人が加入する
医療保険からの「支援金」で、１割は高齢者の方々の保険料でまかなう、わかりやすいルール。

利用者

負担

税 金 約５割

高齢者の保険料

１割(注）
若い世代の保険料

約４割（注）

若い世代の加入する医療保険
（国民健康保険や健康保険組合）

支援金
（仕送り）

高齢者
原則として７５歳以上の方が加入

保険料

広域連合



老健制度にかわる新しい高齢者医療制度を創設することが必要という
のが共通認識

高齢者医療の歩み高齢者医療の歩み（老健制度からの見直しの必要性）（老健制度からの見直しの必要性）

～現役の方々より軽い負担で医療を受けてもらえる仕組みの歴史～
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老人保健制度の何が問題だったのか？
現役世代の「拠出金」が増え続けている状況で、

① 高齢世代の保険料の扱いが不明確。必要な費用が際限なく現役世代に回される仕組み。
② 実施主体である市町村は医療費を支払うだけで、保険料の徴収を行っておらず、責任が不明確。
③ 国保では、市区町村によって保険料に最大5倍の格差が存在。

（長寿医療制度では、保険料の格差は２倍に縮まる。）
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～抜本改革の理念型～

【独立型】（支持団体：日医、健保連、経団連） 【リスク構造調整】

高齢者

退職者

国保 被用者 国保 被用者

【一元化】【突き抜け型】

被用者

OB

国保 被用者

（支持団体：連合）

・公費重点投入や高齢者に
ふさわしい医療がわかりやす
い

・支持団体の見解は、公費負
担割合、対象年齢等について
様々

・就業構造が流動化している中
で、高齢期になっても被用者・
非被用者を区分することは、社
会連帯の理念が老健制度より
後退

・被用者年金の加入期間を満た
さない者は国保の負担となり、
国保の財政がもたない。

・所得形態、所得捕捉の
問題がある。

・被用者保険の持ち出し
が多くなる。

・何千もの保険者をどうす
るか

・所得形態・所得捕捉が
異なる者の保険料基準を
どうするか

・事業主負担をどうするか

・保険集団構成員の連帯
感や保険運営の効率性
の観点から問題

新しい高齢者医療制度のかたちの検討新しい高齢者医療制度のかたちの検討

以下の４つの方式が提案され、議論。

関係者が全面的に賛同できる案はなし。

約１０年にわたる議論の結果、
独立型(75歳～）と財政調整(65～74歳）

の組み合わせ）で合意。



これまでの主な改善策について

１．低所得者に対する保険料の軽減
・平成２０年度の対応
・平成２１年度の対応

２．年金からの保険料の支払いに係る改善

３．７０～７４歳の患者負担の見直しの凍結

４．被用者保険の被扶養者の９割軽減措置の継続



平成2０年度の対応

①２１年度までの措置として、２０年度については、７割軽減世帯で８月まで年金から支払っている方

については、１０月からは保険料を徴収しないこととする。なお、７割軽減世帯で納付書等で納めて

いただく方にも同等の軽減措置を講ずる。（８．５割軽減。月額保険料は、全国平均で約１，０００

円→約５００円)
②所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入153万円から211万円までの被保

険者）については、平成２０年度は、原則一律５０％軽減とする。

７割軽減
５割軽減

年金収入

応
益
分

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕

応
能
分

〔
所
得
割
〕

１６８万円 １９２．５万円 ２３８万円

２割軽減

年金収入でみた軽減イメージ

所得割賦課ライン
１５３万円

２１１万円

50％軽減

【８．５割軽減】

【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】



７割軽減
５割軽減

年金収入

応
益
分

〔
被
保
険
者
均
等
割
〕

応
能
分

〔
所
得
割
〕

１６８万円 １９２．５万円 ２３８万円

１７３万円
７５％

１９３万円
５０％

１６８万円
１００％

○ 東京都は、独自の保険料軽減策として、年金収入208万円までの被保険者について、所得割

額を100％、75％、50％、25％軽減する措置を講じている。

○ 平成２０・２１年度に限定した措置。

２割軽減

年金収入でみた軽減イメージ

所得割賦課ライン
１５３万円

旧ただし書所得
（年金収入）

所得割額の
軽減割合

15万円
（168万円）

まで
100%

20万円
（173万円）まで 75%

40万円
（193万円）まで 50%

58万円
（211万円）まで 25%【９割軽減】

① ７割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者の全員が年金収入で８０万円以下（その他の各種所

得はない）の世帯について９割軽減とする。
② 所得割を負担する方のうち、所得の低い方（具体的には、年金収入153万円から211万円までの被

保険者）について、所得割額を50％程度（※所得に応じて軽減率を変えることも検討）軽減する措置

を講じる。

③ このような措置を講じてもなお保険料が上昇し、これを支払うことができない特別の事情がある者

については、広域連合条例に基づく個別減免を行うことも含め、市町村においてよりきめ細かな相談

を行える体制を整備する。

平成2１年度の対応

２１１万円
２５％

【夫婦世帯の例（妻の年金収入１３５万円以下の場合）】



年金からの保険料の支払いに係る改善について

【改善前の内容】
○ 市町村は、長寿医療制度における保険料について、原則として年金からの保険料の支払いをすることが法律上

義務づけられている。
○ ただし、災害その他の特別の事情があることにより、年金からの保険料の支払いの方法によって保険料を支払う

ことが著しく困難である方、その他政令で定める方※については、普通徴収によることとしている。
○ したがって、法律上、年金からの保険料の支払いを被保険者ごとの完全な選択制とすることはできない。

※ 年金額が18万円未満の者 又は
長寿医療制度の保険料と介護保険料との合算額が年金額の1／2を超える者

＜参考＞高齢者医療確保法第１１０条において準用する介護保険法第１３５条第１項
第百三十五条 市町村は、高齢者医療確保法第百十条において準用する前条第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る被保

険者（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるもの
を除く。）に対して課する当該年度の保険料の全部（厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部）を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。た
だし、当該通知に係る被保険者が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別
徴収の方法によらないことができる。

【政府与党により決定された改善の内容】
年金からの保険料の支払いについては、下記の場合は、市区町村で手続きをいただくこと

により、口座振替で支払うことができることとする。

① これまで２年間、国民健康保険の保険料の納め忘れがなかった方（本人）が口座振替
で支払う場合

② 年金収入が180万円未満の方で、世帯主や配偶者が、本人に替わって口座振替で
保険料を支払う場合



○ ７０～７４歳の方（注）の窓口負担について、医療制度改革により、平成２０年４月から２割負担
に見直されることとされていたものを、平成２０年４月から平成２１年３月までの一年間、１割に据え
置いているところ。
（注）既に３割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除く。

○ 平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様の凍結措置を継続する。

70～74歳の患者負担の見直しの凍結について

【平成２０年４月～】
（凍結前）

７０歳

現役並
所得者

一般・
低所得者

【平成２０年４月～２２年３月】
（凍結後）

【３割】

【１割】

【３割】

７０歳 ７５歳 ７５歳７０歳

【３割】 【３割】

【１割】 【１割】 【１割】【２割】

【～平成２０年３月】

【３割】【３割】 【３割】 【３割】

（注）平成１８年の医療制度改革における、国保の財政基盤強化措置については、平
成２１年度までの時限措置とされていることから、平成２２年度は、国民健康保険制度
の見直しが必要。



本来
保険料

均等割
５割減

均等割
９割減

○ 被用者保険の被扶養者であった方については、制度加入時から２年間の軽減措置（均等割５
割軽減）に加えて、
・ 平成２０年４月～９月の半年間は凍結し、
・ 平成２０年１０月～平成２１年３月の半年間は、均等割を９割軽減した額としている。

○ 平成２１年４月から平成２２年３月までの１年間においても、同様に９割軽減の措置を継続する。

被用者保険の被扶養者の９割軽減措置の継続について

２０年１０月 ２１年４月 ２２年４月２０年４月

360億円

400億円 420億円

＜所要経費等＞

340億円

地方負担
（法律上の措置）

国庫負担
（予算上の措置）



長寿医療制度に関する今後の動き
８月 ９月 10月 11月～

21年3月

低所得者に対
する保険料の
減額の通知

●

申出期限
8/25

口座振替
への切替
申出

４～６月 ７月 8～9月 10月

年金から
の支払い

10/15
●

①被扶養者の9割軽減の延長
②70歳から74歳の医療費自己負担増
(1割→2割)の凍結を延長

口座振替
での支払い

開始

低所得者（7割軽

減）からの保険料
徴収の凍結 １０月から

の年金か
らの支払
い

保険料徴収再開

７月から納付書等

・ 被扶養者からの徴収開始（約２００
万人、普通徴収を含む）

・ 未実施自治体（東京23区の一部、

横浜市等）での年金からの支払い
開始（約９０万人）

・ 被用者保険の被保険者本人の年
金からの支払い開始（約３５万人）

・ 国保での年金からの支払い開始
（約300万人）

10月の徴収開始に向けた広報の徹底
・ 市町村による小学校区単位での

説明会実施
・ 政府広報の集中実施
・ 広域連合、市町村による

被保険者への周知 等

保険料徴収再開（7割軽減対象者）

に向けた広報の徹底


